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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面枠と、
　前記前面枠に取付けられ、所定の遊技領域を有する遊技盤と、
　前記遊技盤の前面側において前記前面枠に対し開閉可能に軸支される扉枠とを備えた遊
技機であって、
　前記扉枠の軸支部側に係止部材を設けるとともに、
　前記前面枠の軸支部側に係止受部を設け、
　前記扉枠を前記前面枠に対して閉鎖した場合には、前記係止部材と前記係止受部との係
合により前記係止部材の前側への移動を規制することで、前記扉枠の前方向への撓みを規
制する一方、
　前記扉枠を前記前面枠に対して開放した場合には、前記係止部材と前記係止受部との係
合が解除される構成において、
　前記係止部材は、
　金属製の平板がＬ字状に折り曲げられるようにして、前記扉枠に取付固定される平板状
の基部と、前記係止受部に係止される係止部を有する平板状の突片とが一体形成されたも
のであって、
　前記基部が前記扉枠の開閉軸線方向に沿って配設されるとともに、前記突片が前記開閉
軸線方向に直交する平面に沿って配設され、
　前記前面枠には、
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　前記突片が回動可能なように、前記突片の回動経路に沿って溝部が形成され、
　前記係止受部は、
　金属製の平板体であって、前記突片の回動経路と重なる部分が切欠き状となった凹字形
状をなし、前記溝部の開口部の一部を覆うように取付固定され、
　前記突片が前記溝部に収容された状態で、前記係止部が前記係止受部に係止されるよう
構成されていることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、所定の遊技領域を有する遊技盤と、該遊技盤を覆うように開閉可能に軸支さ
れる扉枠とを備えた遊技機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　一般に、遊技機の一種として、所定の遊技領域を有する遊技盤を備えたパチンコ機が知
られている。このようなパチンコ機は、前記遊技盤を取付けるための前面枠や、遊技盤の
前面側において前面枠に対し開閉可能に軸支されたガラス扉枠等を備えている。
【０００３】
　遊技盤には、可変入賞装置、作動チャッカー、可変表示装置等が配設されている。可変
表示装置の表示部には、例えば複数の図柄より構成される複数の図柄列が表示され、これ
ら図柄が各図柄列毎に可変表示される。また、可変入賞装置は、通常、遊技球が入賞でき
ない状態又は入賞し難い状態になっている。
【０００４】
　作動チャッカーに対し遊技球が入賞すると、可変表示装置の表示部では図柄が可変表示
される。そして、そこに確定された図柄の組合せが予め設定した特定の図柄の組合せとな
ったことを必要条件に特別遊技状態が発生し、可変入賞装置の大入賞口が所定の開放状態
となり、遊技球が入賞しやすい状態（大当たり状態）になるよう構成されている。従って
、このような大当たり状態では、大入賞口に遊技球が入賞することに基づいて、遊技者に
対し多数の景品球が払い出されるようになっている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　ところが、従来では、ガラス扉枠を前方へ引っ張って撓ませることにより様々な不正行
為が行われるおそれがあった。例えば、ガラス扉枠を撓ませることにより、作動チャッカ
ー等とガラスとの間を広げ、遊技盤に設けられた釘等との関係上、遊技球を作動チャッカ
ー等へ比較的入賞させやすくする不正行為が行われるおそれがあった。
【０００６】
　また、ガラス扉枠を撓ませることにより生じた隙間から針金等をパチンコ機内へ侵入さ
せ、大当たり状態が発生していないにもかかわらず強制的に可変入賞装置を作動させ、多
くの景品球を払い出させる不正行為が行われるおそれがあった。特に、上述した不正行為
は、ガラス扉枠のロック機構が設けられていない側、すなわちガラス扉枠の軸支部側から
行われるおそれが強い。
【０００７】
　本発明は、以上の事情に鑑みてなされたものであり、扉枠の撓みに関連して行われる不
正行為を防止することのできる遊技機を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　以下、上記目的を達成するのに適した各手段につき、必要に応じて作用効果等を付記し
つつ説明する。
【０００９】
　本発明に係る遊技機は、
　前面枠と、
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　前記前面枠に取付けられ、所定の遊技領域を有する遊技盤と、
　前記遊技盤の前面側において前記前面枠に対し開閉可能に軸支される扉枠とを備えた遊
技機であって、
　前記扉枠の軸支部側に係止部材を設けるとともに、
　前記前面枠の軸支部側に係止受部を設け、
　前記扉枠を前記前面枠に対して閉鎖した場合には、前記係止部材と前記係止受部との係
合により前記係止部材の前側への移動を規制することで、前記扉枠の前方向への撓みを規
制する一方、
　前記扉枠を前記前面枠に対して開放した場合には、前記係止部材と前記係止受部との係
合が解除される構成において、
　前記係止部材は、
　金属製の平板がＬ字状に折り曲げられるようにして、前記扉枠に取付固定される平板状
の基部と、前記係止受部に係止される係止部を有する平板状の突片とが一体形成されたも
のであって、
　前記基部が前記扉枠の開閉軸線方向に沿って配設されるとともに、前記突片が前記開閉
軸線方向に直交する平面に沿って配設され、
　前記前面枠には、
　前記突片が回動可能なように、前記突片の回動経路に沿って溝部が形成され、
　前記係止受部は、
　金属製の平板体であって、前記突片の回動経路と重なる部分が切欠き状となった凹字形
状をなし、前記溝部の開口部の一部を覆うように取付固定され、
　前記突片が前記溝部に収容された状態で、前記係止部が前記係止受部に係止されるよう
構成されていることをその要旨としている。
【００１０】
【発明の効果】
　本発明に係る遊技機によれば、扉枠の撓みに関連して行われる不正行為を防止すること
ができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
　手段１．前面枠と、前記前面枠に取付けられ、所定の遊技領域を有する遊技盤と、前記
遊技盤の前面側において前記前面枠に対し開閉可能に軸支される扉枠とを備えた遊技機で
あって、
　前記扉枠の閉状態において、前記前面枠に係止される少なくとも１つの係止部材を前記
扉枠の軸支部側の側縁部又はその近傍に設け、
　前記扉枠の前方向への撓みを規制するようにしたことを特徴とする遊技機。
【００１２】
　上記手段１によれば、扉枠が閉じられた状態で前面枠に係止される係止部材が扉枠の軸
支部側の側縁部又はその近傍に設けられていることにより、扉枠の前方向への撓みが規制
される。このため、扉枠を前方向に引っ張っても、扉枠に設けられる例えばガラス等と遊
技盤との間が広がりにくく、遊技盤面上における遊技媒体例えば遊技球等の挙動への影響
が低減される。従って、扉枠を撓ませ、遊技媒体の挙動を変化させるような不正行為を防
止することができる。また、扉枠を前方向に引っ張っても、扉枠と前面枠との間に針金等
を侵入させる隙間が生じにくくなり、針金等を利用した不正行為を防止することができる
。上記手段では、係止部材が扉枠の軸支部側の側縁部又はその近傍に設けられていること
から、特に扉枠の軸支部側の撓みが規制され、軸支部側から針金等を侵入させることが困
難な状況となっている。
【００１３】
　手段２．手段１において、前記係止部材は、前記扉枠の閉動作に伴って前記前面枠に係
止され、
　前記扉枠の開動作に伴って係止解除されるように構成されていることを特徴とする遊技
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機。
【００１４】
　上記手段２によれば、扉枠の開閉動作に伴って、係止部材が係止されたり、係止解除さ
れたりするため、係止部材を操作する機構を別途備える必要がない。結果として、遊技機
の構造を複雑にすることなく、上記手段１の効果が奏される。
【００１５】
　手段３．手段２において、前記係止部材は、前記扉枠に対して略垂直に突出した突部を
備えるとともに、
　前記突部には、前記前面枠に係止される係止部が形成され、
　前記前面枠には、前記突部が回動可能なように、前記突部の回動経路に沿って溝部が形
成されるとともに、
　前記溝部の開口部の一部を覆うように、前記係止部が係止される係止受部が設けられ、
　前記突部が前記溝部に収容された状態で、前記係止部が前記係止受部に係止されるよう
構成されていることを特徴とする遊技機。
【００１６】
　上記手段３によれば、扉枠に設けられた係止部材の突部を収容可能な溝部が前面枠に設
けられていることにより、係止部材を設けたことにより起こり得る扉枠を閉めにくくなる
ような不具合の発生を抑えることができる。また、前記溝部が前記突部の回動経路に沿っ
て形成されているため、前記突部の回動動作、引いては扉枠の開閉動作をスムーズに行う
ことができる。
【００１７】
　手段４．手段３において、前記係止部材は、前記扉枠とは別部材で構成され、前記扉枠
に取付固定するための略平板状の基部を備え、
　前記突部は前記基部から略垂直に突出するように一体形成されていることを特徴とする
遊技機。
【００１８】
　上記手段４によれば、係止部材が扉枠と別部材で構成されているため、従来の扉枠に比
較的簡単な加工を施すだけで、扉枠に係止部材を設けることができる。また、係止部材の
材質を例えば金属のようなより硬質なものにして、係止部材の係止状態をより強固なもの
とすることができる。
【００１９】
　手段５．手段３又は手段４において、前記係止部は、前記突部の先端部から前記扉枠の
外方向に向かって突出するように形成されていることを特徴する遊技機。
【００２０】
　上記手段５によれば、係止部が突部の先端部から扉枠の外方向に向かって突出するよう
に形成されている。このため、突部の回動動作及び扉枠の開閉動作とともに、係止部を係
止受部に係止させたり、係止解除させたりすることができる。また、係止部がより外側で
前面枠に係止されることから、より一層不正行為を行いにくくしている。
【００２１】
　手段６．手段３乃至手段５のいずれかにおいて、前記係止受部は、前記前面枠とは別部
材よりなる平板体によって構成され、前記溝部の開口部の一部を覆うように取付固定され
ていることを特徴とする遊技機。
【００２２】
　上記手段６によれば、係止受部が前面枠とは別部材で構成されているため、従来の前面
枠に比較的簡単な加工を施すだけで、前面枠に係止部材を設けることができる。また、係
止受部の材質を例えば金属のようなより硬質なものにして、係止部材の係止状態をより強
固なものとすることができる。
【００２３】
　手段７．手段６において、前記係止受部は、前記突部の回動経路と重なる部分が切欠き
状となった凹字形状であることを特徴とする遊技機。
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【００２４】
　上記手段７によれば、突部の回動経路と重なる部分が切欠き状となった凹字形状である
ことから、係止受部の所定の強度を保ちつつ、前記突部の回動動作、ひいては扉枠の開閉
動作に支障をきたすことを防止できる。
【００２５】
　手段８．手段１乃至手段７のいずれかにおいて、前記係止部材は、前記扉枠の長手方向
の中央部より下方に設けられていることを特徴する遊技機。
【００２６】
　上記手段８によれば、扉枠の長手方向の中央部より下方には比較的針金等を侵入させる
隙間が生じやすい。また、扉枠の長手方向の中央部より下方に対応する遊技盤上において
は遊技媒体が入賞する例えば作動チャッカー等が配設されている。その扉枠の長手方向の
中央部より下方に係止部材が設けられていることから、より一層不正行為を行いにくくし
ている。
【００２７】
　手段９．手段１乃至手段７のいずれかにおいて、前記扉枠は、前記遊技領域を視認可能
とする窓部を有し、
　前記係止部材は、前記窓部の下端位置に対応する高さ位置に設けられていることを特徴
とする遊技機。
【００２８】
　上記手段９によれば、係止部材は、窓部の下端位置に対応する高さ位置に設けられてい
る。係止部材をこの位置に設ければ、比較的針金等を侵入させやすい扉枠の側方下部付近
に針金等を侵入させる隙間を生じさせにくくすることができる。結果として、針金等を利
用した不正行為を防止することをできる。
【００２９】
　手段１０．手段１乃至手段７のいずれかにおいて、前記遊技機は、遊技媒体として遊技
球を利用するものであって、
　前記遊技盤面には、前記遊技球を入賞させる入賞装置が配設され、
　前記係止部材は、前記入賞装置に対応する高さ位置に設けられていることを特徴とする
遊技機。
【００３０】
　上記手段１０によれば、係止部材は、遊技盤に配設された遊技球の入賞装置に対応する
高さ位置に設けられている。係止部材をこの位置に設ければ、不正行為の対象となる入賞
装置に近い部分に針金等を侵入させる隙間を生じさせにくくすることができる。結果とし
て、針金等を利用した不正行為を防止することができる。
【００３１】
　以下、パチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）の一実施の形態を、図面に
基づいて詳細に説明する。
【００３２】
　図１，２に示すように、パチンコ機１は、外枠２と、該外枠２の前部に設けられ外枠２
の一側部にて開閉可能に支持された前面枠３とを備えている。外枠２は、パチンコ機１の
ベースとなる枠であり、板材により全体として矩形状に構成されている。尚、本実施の形
態では、外枠２は木製であって、上下方向の長さは８０８ｍｍ、左右方向の長さは５２０
ｍｍとなっている（従来と同等サイズ）。また、前面枠３は合成樹脂、具体的にはポリカ
ーボネート樹脂により構成されている。前面枠３の開閉軸線はパチンコ機１の正面からみ
て左側に上下に延びるように設定されている。尚、外枠２は樹脂により構成されていても
よく、あたかも外枠２及び前面枠３が一体物のように見えるよう構成されていてもよい。
【００３３】
　前面枠３の前面側には、扉枠としてのガラス扉枠４が開閉自在に設けられている。また
、ガラス扉枠４の開閉軸線（軸支部）もパチンコ機１の正面からみて左側に上下に延びる
ように設定されている。詳しくは、ガラス扉枠４の背面図である図３に示すように、ガラ
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ス扉枠４の裏側から見て右側の上端部付近に回動軸９１が設けられ、図２に示すように前
面枠３の正面からみて左側の上端部付近には回動軸９１が嵌め込まれる軸受部９２が設け
られている。また、軸受部９２の下方には、上方に突出する突回動軸９３が設けられ、ガ
ラス扉枠４の下側面には、前記回動軸９１の下方位置において、前記突回動軸９３を嵌め
込むための図示しない軸受凹部が設けられている。そして、突回動軸９３を前記軸受凹部
に嵌め込み、回動軸９１を軸受部９２に嵌め込むことによって、ガラス扉枠４が軸支され
開閉可能となる。このように本実施の形態では、回動軸９１と突回動軸９３を結ぶ線がガ
ラス扉枠４の開閉軸線として設定されている。
【００３４】
　また、ガラス扉枠４には、裏側から一対のガラス４２が並行して取付けられている。ガ
ラス扉枠４の左右方向の長さは、前面枠３とほぼ同等であり、該ガラス扉枠４によって前
面枠３の下部を除くほとんどの部分が覆われるようになっている。
【００３５】
　前記前面枠３の後側（ガラス扉枠４の奥、外枠２の内側）には、遊技盤５が着脱可能に
装着されている。なお、遊技盤５は、その周縁部が前面枠３の裏側に当接した状態で取付
けられており、図２では、遊技盤５の前面部の略中央部分だけが前面枠３の前面側に露出
した状態となっている。この遊技盤５の上下方向の長さは４７６ｍｍ、左右方向の長さは
４５１ｍｍとなっている（従来と同等サイズ）。また、遊技盤５には、ルータ加工が施さ
れることによって複数の開口部が形成されており、各開口部には、普通入賞チャッカー６
、可変入賞装置７、作動チャッカー８、可変表示装置９、スルーチャッカー１０等が配設
されている。本実施の形態における可変表示装置９は、液晶表示部と、当該液晶表示部の
周囲に配設されたセンターフレームと、液晶表示部における表示制御を実行するための表
示制御基板とを備えている。
【００３６】
　可変表示装置９の液晶表示部には、例えば左図柄列、中図柄列及び右図柄列の３つの表
示列が表示される。各図柄列は複数の図柄によって構成されており、これら図柄が各図柄
列毎にスクロールされるように表示画面に可変表示されるようになっている。
【００３７】
　また、可変入賞装置７は、通常、遊技球Ｂが入賞できない状態又は入賞し難い状態にな
っている。より詳しくは、作動チャッカー８に対し遊技球Ｂが入賞することに基づいて、
可変表示装置９の液晶表示部の図柄が可変表示される。そして、確定された図柄の組合せ
が予め設定した特定の図柄の組合せとなったこと、ここでは停止した図柄が特定の組み合
わせであることを必要条件に特別遊技状態が発生し、可変入賞装置７の大入賞口が所定の
開放状態となり（具体的には所定時間、所定回数だけ開く）、遊技球Ｂが入賞しやすい状
態（大当たり状態）になるよう構成されている。なお、周知のとおり、前記一般入賞口６
、可変入賞装置７、作動チャッカー８に遊技球Ｂが入賞することに基づいて、後述する上
受皿５４（場合によっては下受皿５３）に対し所定数の景品球が払い出されるようになっ
ている。また、遊技盤５には、遊技球Ｂの落下方向を適宜分散、調整等するために多数の
釘が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物）が配設されている。
【００３８】
　さて、前記前面枠３は、外形が前記外枠２とほぼ同一形状をなす樹脂ベース１１と、こ
の樹脂ベース１１の最内周側に位置し略円弧状をなすよう一体形成された内レール１２と
、主として図の左側の内レール１２に対し所定間隔を隔てて前記樹脂ベース１１に一体形
成された外レール１３とを備えている。これら内レール１２及び外レール１３は遊技球発
射ハンドル５２の回動操作に基づき発射装置から発射された遊技球Ｂを遊技盤５上部へ案
内する発射路としての役割を主として果たすものである。従って、内レール１２と外レー
ル１３とが並行する部分（向かって左側の部分）によって、誘導レールが構成されること
となる。
【００３９】
　前記内レール１２の下端部付近において、遊技盤５には遊技球Ｂを導出するアウト口２
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５が形成されている。そして、遊技盤５の下部に落下した遊技球Ｂの多くは、このアウト
口２５を通って図示しない球排出路の方へと案内されるようになっている。
【００４０】
　このような構成の下、前面枠３の内周側の窓孔によって主として遊技領域の外延が確定
されており、前面枠３に対し遊技盤５が装着された状態にあっては、内レール１２及び外
レール１３が遊技盤５に当接又は近接した状態となる。そして、遊技球発射装置により発
射された遊技球Ｂは、主として外レール１３によって遊技盤５の上部へと案内される。
【００４１】
　次に、遊技領域について説明する。すなわち、本実施の形態では、遊技盤５の盤面上に
区画される遊技領域が従来よりもはるかに大きく構成されている。本実施の形態では、外
レール１３の最上部地点から遊技盤５下部までの間の距離は４６２ｍｍ（従来品よりも７
５ｍｍ長い）、外レール１３の極左位置から内レール１２の極右位置までの間の距離は４
４９ｍｍ（従来品よりも６５ｍｍ長い）となっている。また、内レール１２の極左位置か
ら内レール１２の極右位置までの間の距離は４３２ｍｍとなっている。
【００４２】
　本実施の形態では、遊技領域を、パチンコ機１の正面から見て、内レール１２及び外レ
ール１３によって囲まれる領域のうち、内外レール１２，１３の並行部分である誘導レー
ルの領域を除いた領域としている。
【００４３】
　さらに、本実施の形態では、遊技盤５面に対する遊技領域の面積の比率は約７３％と、
従来に比べ格段に面積比が大きいものとなっている。なお、遊技盤５の面に対する遊技領
域の面積比は、従来では５０％程度に過ぎなかったことから、遊技盤５を共通とした前提
においてはかなり遊技領域を拡大しているといえる。
【００４４】
　また、パチンコ機１全体の正面側の面積に対する遊技領域の面積の比率は約４０％と、
従来に比べ格段に面積比が大きいものとなっている。なお、パチンコ機１全体の正面側の
面積に対する遊技領域の面積比は、３５パーセント以上であるのが望ましい。もちろん、
４０パーセント以上としてもよいし、４５パーセント以上、又は５０パーセント以上とし
てもよい。
【００４５】
　但し、本実施の形態においては、上記のように遊技領域を大きくする都合上、遊技領域
が遊技盤５面の周縁に非常に近い位置まで占めている。その結果、内外レール１２，１３
の誘導レール部分の一部が、遊技盤５よりも外にはみ出した格好となっている。
【００４６】
　ここで、ガラス扉枠４について説明する。ガラス扉枠４には前記遊技領域のほとんどを
外部から視認することができるよう略楕円形状の窓部４１が形成されている。具体的には
、前記窓部４１は、その左右側の略中央部が、上下側に比べて比較的緩やかに湾曲した形
状となっている。なお、前記略中央部が直線状になるようにしてもよい。本実施の形態に
おいて、前記窓部４１の上端（外レール１３の最上部、遊技領域の上端）と、ガラス扉枠
４の上端との間の距離（いわゆる上部フレーム部分の上下幅）は５０ｍｍとなっており、
８５ｍｍ～９５ｍｍ程度上部フレーム幅がある従来技術に比べ、著しく短くなっている。
なお、上記距離は、８０ｍｍ以下であることが望ましく、より望ましくは７０ｍｍ以下で
あり、さらに望ましくは６０ｍｍ以下である。もちろん、所定の強度が確保できるのであ
れば、５０ｍｍ以下であっても差し支えない。
【００４７】
　また、窓部４１の左端と、ガラス扉枠４の左端との間の最短距離（いわゆる左側部フレ
ーム部分の左右幅）は、ガラス扉枠４自体の強度及び支持強度を高めるために比較的大き
く設定されている。より詳しくは、図１及び図２を相互に比較すると明らかなように、ガ
ラス扉枠４が閉じられた状態において、外レール１３の左端部はもちろん、内レール１２
の左端部も前記左側部フレーム部分によって覆い隠される。即ち、誘導レールの一部が覆
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い隠される。このように遊技球Ｂが一時的に視認困難となったとしても、それは、遊技球
Ｂが遊技領域に案内される通過点に過ぎず、遊技者が主として遊技を楽しむ遊技領域にお
いて遊技球Ｂが視認困難となるわけではない。そのため、実際の遊技に際しては何ら支障
が生じない。また、このような支障が生じない一方で、ガラス扉枠４の十分な強度及び支
持強度が確保可能となっている。ちなみに、外レール１３の左端位置と外枠２の左端位置
との左右方向の距離は２１ｍｍ、遊技領域の右端位置（内レール１２の右端位置）と外枠
２右端位置との左右方向の距離は４４ｍｍとなっている。また、図３に示すように、ガラ
ス扉枠４には、その左右フレーム部分の裏側において、該ガラス扉枠４を補強するための
例えば金属製の補強部材４３，４４が取付けられている。
【００４８】
　併せて、図１及び図２に示すように、ガラス扉枠４の存在していない前面枠３下部は、
例えばＡＢＳ（アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン）樹脂よりなる下受皿ユニット
５１となっている。下受皿ユニット５１の右下部からは、遊技球発射用ハンドル５２が手
前側に延設されている。また、下受皿ユニット５１のほぼ中央部には球受皿としての景品
球払出用の下受皿５３が設けられている。
【００４９】
　これに対し、球受皿としての上受皿５４はガラス扉枠４の下部フレームに一体的に設け
られている。
【００５０】
　なお、本実施の形態においては、ガラス扉枠４の周囲（例えばコーナー部分や窓部４１
の周縁）に、各種ランプ、ＬＥＤ等の発光手段を備えた電飾部材が設けられている。これ
ら電飾部材は、大当たり時や所定のリーチ時等の遊技状態の変化に応じて点灯、点滅のよ
うに発光手段の発光態様が変更制御され遊技中の演出効果を高める役割を果たすようにな
っている。もちろん、これら電飾部材を、遊技盤５に設ける構成（コーナー飾りと称され
る電飾部材を遊技盤５のコーナー部等に配設する）としてもよいし、場合によっては前面
枠３に設ける構成としてもよい。さらには、前後一対のガラス４２間に配設する構成とし
てもよい。
【００５１】
　また、周知のとおり、前面枠３が外枠２に対し閉じられると自動的にロックがかかるよ
うになっており、所定のキー操作が行われることによりロックが解除されるようになって
いる。同様に、ガラス扉枠４が前面枠３に対し閉じられると自動的にロックがかかり、別
途のキー操作が行われることによりロックが解除されるようになっている。このようにロ
ック及びロック解除を行うためのロック機構が前面枠３の右下部に設けられている。ロッ
ク機構には、鍵穴を有するキーシリンダ（解除キー）５５、前面枠３及び外枠２間でのロ
ック及び解除を行うための第１ロック機構、並びに、ガラス扉枠４及び前面枠３間でのロ
ック及び解除を行うための第２ロック機構が含まれる。本実施の形態では、最も幅狭で、
遊技領域の拡張を阻害する前面枠３の右中央部ではなく、比較的スペース的にもゆとりの
ある前面枠３の右下部に、キーシリンダ５５をはじめとする上記ロック機構（特にキーシ
リンダ５５）が配設されている。換言すれば、キーシリンダ５５は、遊技領域の最大幅と
なる位置を避けて配置されている。
【００５２】
　このような構成により、遊技領域の拡張をより容易かつ確実に図ることができる。また
、通常、キーシリンダを配設するための切り欠き又は穴をガラス扉枠４等に設ける必要が
あるのであるが、上記のような構成によれば、比較的強度の高い幅広な部分（右下部）に
キーシリンダ用の切り欠き又は穴を設けるため、ガラス扉枠４等の右側部の強度低下を抑
制することができる。
【００５３】
　もちろん、最も幅狭な部分以外であれば、上記以外の部位に設けてもよく、例えば、前
面枠３の右上部に設けるような構成としてもよい。また、上記例では、第１ロック機構及
び第２ロック機構をキーシリンダ５５でともにロック状態を解除可能としたが、それぞれ
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の解除のためのキーシリンダを別体で設けることとしてもよい。
【００５４】
　さらに、本実施の形態では、図３，４に示すように、前記ガラス扉枠４の裏側には、そ
の開閉軸側の側縁部近傍において、ガラス扉枠４の撓みを規制するための係止部材として
の留め金６１が取付けられている。本実施の形態における留め金６１は、前記補強部材４
４に対し取付けられており、その取付位置は前記窓部４１の下端部付近に対応する高さ位
置となっている。
【００５５】
　詳しくは、留め金６１は、金属製であって、平板状をなす基部６２と、基部６２の下端
部から略垂直に突出する平板状の突部としての突片６３とにより構成されている。基部６
２には複数の孔６４が形成され、補強部材４４には各孔６４に対応するように図示しない
貫通孔が形成され、前面枠３には各孔６４に対応するようにネジ孔（図示略）を有するボ
ス状の取付部６５が形成されている（図６参照）。そして、これら孔６４、貫通孔、ネジ
孔が位置合わせされた状態で、ネジ６６が螺着されることで、留め金６１は補強部材４４
、ひいては前面枠３に固定されている。従って、図６に示すように、留め金６１は、ガラ
ス扉枠４の開閉動作とともに、ガラス扉枠４の開閉軸Ｊを中心として回動するように構成
されている。また、前記突片６３の先端部には、ガラス扉枠４の閉時において外方向に向
かって突出する係止部としての係止爪６７が一体形成されている。
【００５６】
　一方、図５，６に示すように、前面枠３には、その開閉軸側において、前記突片６３を
受入可能な溝部８１が設けられている。すなわち、溝部８１の位置は、ガラス扉枠４の開
閉動作とともに回動する留め金６１の突片６３に対応する位置となっており、ガラス扉枠
４の閉状態においては、突片６３が溝部８１に収納された状態となり、また、溝部８１は
ガラス扉枠４の開閉に支障をきたさないよう突片６３の回動経路に沿って形成されている
。
【００５７】
　溝部８１の開口部には、前記係止爪６７が係止される係止受部としての留め金受部７１
が取付られている。この留め金受部７１は、金属製であって、前記突片６３の回動経路と
重なる部分が切欠き状となっており、全体として凹字形状をなしている。また、留め金受
部７１は、溝部８１の前面枠３外側方向の端部に対して、溝部８１の開口部の一部を覆う
ようにしてネジ７９で固定されている。
【００５８】
　かかる構成の下、図６（ａ）に示すように、ガラス扉枠４の開状態においては、留め金
６１（突片６３）が前面枠３の溝部８１から抜け出した状態となる。また、この状態から
、ガラス扉枠４を閉めていくと、留め金６１は、ガラス扉枠４の開閉軸Ｊを中心として前
面枠３方向に向かって回動する。そして、突片６３の先端部及び係止爪６７が前記溝部８
１内に挿入されていく。
【００５９】
　図６（ｂ）に示すように、ガラス扉枠４が完全に閉じられた状態となると、突片６３は
溝部８１内に収納された状態となり、かつ、係止爪６７が留め金受部７１の裏側に当接し
た状態となる。すなわち、係止爪６７が遊技機１の前面方向に対して留め金受部７１に係
止された状態となる（図７参照）。
【００６０】
　以上詳述したように、ガラス扉枠４が閉じられた状態で前面枠３に係止される留め金６
１がガラス扉枠４の開閉軸側の側縁部に設けられていることにより、ガラス扉枠４の前方
向への撓みが規制されるようになっている。このため、ガラス扉枠４を前面方向に引っ張
ってもガラス扉枠４の撓みが抑制されることから、ガラス扉枠４を撓ませることにより、
作動チャッカー８とガラス４２との間を広げ、遊技球Ｂを作動チャッカー８へ入賞させや
すくする不正行為を防止することができる。また、ガラス扉枠４と前面枠３との間に針金
等を侵入させる隙間が生じにくくなり、針金等を利用した不正行為を防止することができ
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る。特に、上述した効果は、本実施の形態のように、窓部４１の領域を従来の遊技機に比
べて大きくして、その周囲のフレーム部分の幅が短くなっているガラス扉枠４を採用した
遊技機において、より効果的なものとなる。
【００６１】
　加えて、本実施の形態では、ガラス扉枠４の開閉に伴って、留め金６１が前面枠３に係
止されたり、係止解除されたりするため、留め金６１を操作する機構を別途備える必要が
ない。つまり、パチンコ機１の構造を複雑にすることなく、比較的簡素な構造で上記効果
が奏される。
【００６２】
　また、前面枠３には突片６３の回動経路に沿って形成された溝部８１が設けられている
ことから、ガラス扉枠４を閉める際に留め金６１が邪魔とならず、ガラス扉枠４を閉めに
くくなるといった不具合が発生しにくい。
【００６３】
　さらに、留め金６１は、窓部４１の下端位置に対応する高さ位置に設けられているため
、不正行為の比較的行われやすいガラス扉枠４の側方下部付近に針金等を侵入させる隙間
が生じにくい。そのため、可変入賞装置７の大入賞口を強制的に開放させるといった不正
行為をより確実に防止することができる。
【００６４】
　尚、上述した実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい。
【００６５】
　（ａ）上記実施の形態では、係止部材として金属製の留め金６１が採用されているが、
材質の異なるもの例えば硬質樹脂等の係止部材を採用してもよい。同様に、留め金受部７
１も金属製ではなく、他の材質のものを採用してもよい。また、留め金６１、留め金受部
７１がそれぞれガラス扉枠４、前面枠３と一体形成された構成としてもよい。また、留め
金６１については、前記補強部材４４と一体形成された構成としてもよい。
【００６６】
　（ｂ）留め金６１、留め金受部７１をそれぞれガラス扉枠４、前面枠３の開閉軸側の複
数箇所に設けるようにしてもよい。また、ガラス扉枠４の長手方向に沿って長尺状に形成
された留め金を採用してもよい。このようにすれば、ガラス扉枠４の撓みを規制するのみ
ならず、前記留め金が前面枠３に係止される比較的長い区間においては、ガラス扉枠４と
前面枠３とに針金等の侵入を許容するような隙間が形成されず、より確実に不正行為を防
止することができる。
【００６７】
　（ｃ）留め金受部７１の形状は、凹字形状に限られるものではなく、突片６３の回動動
作を妨げない限り、どのような形状のものでもよい。
【００６８】
　（ｄ）上記実施の形態では、ガラス扉枠４にガラス４２を取付けているが、所定の透明
性を有していれば、ガラスに代えて樹脂板を採用してもよい。
【００６９】
　（ｅ）上記実施の形態では、従来の遊技機に比べて、遊技領域及び窓部４１の領域が大
きくなったパチンコ機１に、本発明を適用している。これに限らず、従来のような遊技領
域や窓部等を有するパチンコ機等の遊技機にも適用できる。また、本発明は、上記実施の
形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等の遊技機にも適用できる。従って、可変表示装
置９等のないパチンコ機や、他の役物を備えたパチンコ機、アレパチと称されるアレンジ
パチンコ機、雀球と称されるパチンコ機等の遊技機にも応用できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】一実施の形態におけるパチンコ機を示す正面図である。
【図２】ガラス扉枠を開放した状態における前面枠、遊技盤等を示す正面図である。
【図３】ガラス扉枠を示す背面図である。
【図４】留め金の取付部分を示すガラス扉枠の部分背面図である。
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【図５】留め金受部の取付部分を示す前面枠の部分正面図である。
【図６】（ａ）はガラス扉枠の開状態における留め金の状態を示す図２及び図５のＢ－Ｂ
線部分断面図であり、（ｂ）はガラス扉枠の閉状態における留め金の状態を示す図１及び
図７のＡ－Ａ線部分断面図である。
【図７】留め金が留め金受部に係止された状態を示すための図である。
【符号の説明】
　１…遊技機としてのパチンコ機、３…前面枠、４…ガラス扉枠、５…遊技盤、４１…窓
部、６１…係止部材としての留め金、６２…基部、６３…突部としての突片、６７…係止
部としての係止爪、７１…係止受部としての留め金受部、８１…溝部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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